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死亡事例の検証 

• 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について
（第12次報告，厚労省HPより） 

【平成26年度の死亡事例：43例44人】 

 

• 課題と提言（1次～12次） 

 「予防」9回 

  「検証」10回 「連携」11回 

  「専門性」8回 



児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要 
  
全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、
児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、
里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。 
 
１．児童福祉法の理念の明確化等 
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等を明確化する。 
（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。 
（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。 
（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。 
２．児童虐待の発生予防 
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。 
（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。 
（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。 
３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応 
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。 
（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。 
（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。 
（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、
弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。 
（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。 
４．被虐待児童への自立支援 
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確
化する。 
（2）都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。 
（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置
付ける。 
（4）自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。 

予 防 

連 携 

専門性 



児相への宿題 

• 問１：連携のための手段とは？関係機関と共有で
きるものは？ 

• 問２：「子どもの安心・安全」を守る専門性を備え
た職員を育成するためには？ 

“サインズ・オブ・セーフティ” 
 
 
 
 

× 

「当事者主体」  
「解決志向」  
「見える化」 

スリーコラム 
W&P 

トラジェクトリー 



サインズ・オブ・セーフティ 

× 

関係機関との連携 



ある日の個別支援会議 

保健所 

市役所 
学校 

施設 

病院 

警察 

児相 



ある日の個別支援会議 

保健所 

市役所 
学校 

施設 

病院 

警察 

児相 寄り添う立場なので 
介入できない 

何度も言っているのに 
対応してくれない！ 

電話に出てくれない 

適切な養育環境ではない 

このままだと最悪の 
事態になりかねない 

心配な状況がずっと 
続いている 

親も子も限界だと思う 

引き続き情報共有と見守りを… 

保護しろって 
ことだよね･･･ 



連携の課題 

• 「心配」「困った」「ダメだ」のエピソード 

 

• 児相に一時保護を決断させるための会議 

 

• 結論は「情報共有を･･･」「見守りを･･･」 

一方的で問題焦点型の“コミュニケーション” 



サインズに基づく個別支援会議 

• 市役所と保健所がとにかく「困った」「心配だ」と言うが，
何が困りごとか明確でなかったケース 

もう育てられない！ 

問題行動 
保健所 

児相 

市役所 



心配なこと 出来ていること 希望，将来に向けたもの 
○A君 
・B君とつるんで学校内に入れないことがあ
る 
・他クラスの児童とトラブルあり。…月…日
にB君がA君と共に他児を呼び出した。 

・…月…日に先生が注意をしたところ，B
君は暴れた 
・喫煙は2人ともにあり。 

○母 
・…月…日に母を学校が呼び出したが，
仕事の時間内に行きたいとのこと 

・父が鬱状態で仕事が終わると5分ごとに
呼び出すため，母は仕事外だとダメだと
言っていた 

・校長が母対応。校長の見立てでは，母
が壊れてしまうのではないかとのこと 

・母には警察でしか会っていない 
・奥さんの性格がキツイとのこと（父の話） 

○父 
・…月…日に110番あり，X署介入して
いる。父から父方祖父母への暴力あり。
きょうだいは目撃している。 

・家庭内調整のため，…月…日に以降に
児相に通告をする予定にとのこと 

・平成…年に△△に措置入院していた。
全般性不安障害。鬱。糖尿病もある。 
→父方叔母が警察に相談をした。父が
「皆を半殺しに行く」と言っていた 

・治療を受けて退院し，その後の関わりの
詳細がわからない 

・父自身も気持ちの上がり下がりがある。
下がると外にも出れなくなる，風呂にも
入れない，病院にも行きたくなくなる，
外出もままならない 

・ドヨーンとした状況で保健所に電話をかけ
てくる 

○父方祖父母，おっぴさん 
・母もおっぴさんが口うるさいと文句を言う
（母が警察に言った内容） 

・祖母は去年に軽い脳梗塞をした 
・父方祖母は…月に蹴られた以外に，…
月にも父から叩かれていたとのこと 
・祖父は取っ組み合いになった際になか，
怪我をした。 
病院に行ったがなにもないとのことだった。し
かし，…月…日になってあばらの辺りが痛
いとのこと。 
・祖母は父の暴力はいつものことだから仕
方ないと言っている 
・皆が互いに悪いんだけどねとの言い方をし
ている。 

○その他 
・家族皆がイライラしている 
・家族全体がいい状況ではない 
・母方祖母もキツイ人とのこと 

 
・保健所は父からの電話相談をうけてい
た 
・相談内容には，就職の相談もあったりし
て，就労支援サービス希望があったた
め，職親に一緒に訪問もしていた 

・◇◇医院に平成…年から治療の関わり
あり 
・Y市のクリニックに通っていたこともあり 
→不安や身体症状の訴え。不安が高ま
るとパニック状態になる 暴れたり暴言，
暴力，興奮している 

・…年に再度相談あり。その際にも度々暴
力を振るうことがある 

・父方祖父母も時折保健所に相談をして
いる 
・父に対しては，保健所からは暴力を振
るわないようコントロールをするように本
人には指導をしていた。父の話も受け
止めながら。 

・今年の…月から父の担当保健師が変
わった。その際に電話が父からあった。 
→・保健師は直接は会っていない 
・現在までの状況は話があった 
・きょうだいについてはあまりない 
・A君については，父がしっかり育て
ないといけない。自分に似て正義
感があるとのこと。A君が地域のトラ
ブルになったというのは，酒屋の旦那
にA君が睨まれると言っていたこと。
父はその話を聞いて，自分が酒屋
の旦那と話を付けなければと言って
いた。 

・父からの相談で，母のことは落ちている
時には離婚の話をしない方がいいよねと
思い留まることもある 

・父は，自分は思い通りに近づけようとする
性格だと自己分析している。 

・最後に連絡があったのは…月…日 
→・内容は奥さんとの口喧嘩，祖父が

口うるさいとのこと 
・動けるようになったとの連絡 

  ・おっぴさんが口うるさいと文句を言う 

  

◯収入面 
・農家の祖父母収入 
・母の就労による収入 

○困っていることとは？ 
・子支援も学校も保健所も本家庭も「困っ
ている」ことは確かだが，誰が何に困って
いるのか具体的には分からない。 

 → 誰が何に困っており，どうしたいの
かを明確にさせる。 

◯父の希望 
・「入院しないようにしたい」とは保健所に
話している。 
→・入院しないようにするために，父は

具体的に何が出来るか？ 

◯役割分担 
＜ 保健所 ＞ 
・父支援を主で行う。父に対し，児童との
関わりをどうしていきたいか，児らに今後
どの様になっていて欲しいかを確認しても
らう。 

・祖父母についても，今まで通り保健所で
話を聞いてもらう。 
←父方祖父母は本家庭の使用可能な
社会資源となれるのか確認が必要 

＜ 児相 ＞ 
・児童との面接指導，母子支援。母との
話の中で父に対する困り感がある時は
Z支所の健康推進課の保健師につなぐ。 

  

…月…日に110番。父から父方祖
父母への暴力。きょうだいは目撃し
ている。 

就労支援サービス希望があっ
た 

思い留まることもある 

父方祖父母も時折保健所に
相談をしている 

母の父に対する困り感がある
時はZ支所の健康推進課の
保健師につなぐ。 

入院しないため，父は具体
的に何が出来る？ 



結果 

• 「心配」「困った」「ダメだ」のエピソード 

 

• 児相に一時保護を決断させるための会議 

 

• 結論は「情報共有を･･･」「見守りを･･･」 

「子どもの安心・安全」というブレない軸を「見える化」 

「うまくいっていること」「これから起こってほしいこと」 
解決志向アプローチの導入 

×「問題の不在」 
○「代わりに何が起きる必要がある？」 具体的な支援 

解決志向的な“コミュニケーション” 



サインズ・オブ・セーフティ 

× 

児相職員の専門性 



職員の「専門性」の現状 

CWの6割以上は経験値が3年未満 

【新任CWの困り感】 

• 何から手をつけたらよいか分からない 

• 何がゴールか分からない 

CW経験年数 
（宮城県） 

CW経験年数 
（全国） 

3～5年 5.3％ 

1～3年 

39.5％ 

1年未満 

23.7％ 5～10年 
18.4％ 

10年以上 
13.2％ 

15.0％ 

26.0％ 

18.0％ 

25.0％ 

17.0％ 



将来的な「専門性」の危機 

指導的立場にある職員の半数以上がCW経験3年未満 

• 指導者も経験不足で十分に指導できない 

児相2回目以上のCWは，およそ3人に1人 

• CWが定着しないためノウハウが蓄積しない 

【組織としての児相の課題】 

SV以上の 
CW経験年数 

CWの 
児相経験回数 

1年未満 

37.5％ 

1～3年 

20.8％ 

3～5年 

25.0％ 

5～10年 

12.5％ 

10年以上 4.2％ 

1回 

65.8% 

2回 5.3％ 

3回 

18.4％ 
4回 7.9％ 

5回 2.6％ 



サインズに関する職員研修 

• 平成26年度から，主に宮城県及び仙台市の児相職員を
対象に研修を5回実施 

• 参加者は述べ183名 

★誰でも，どんなケースでも同じ枠組みで仕事がで
きる。 

具体的なケースワークのステップ 
 ・スリー･コラムで情報整理する 
 ・家族とのスリー･コラムで安全とリスクを共有する 
 ・子どもとスリー･ハウスを作る 
 ・セーフティ･ネットワークとセーフティ･プランを作る 



人材育成の視点から 

• 経験の浅いSVに指導の枠組みを提供する。 

• 組織内の共通言語を持つことで，縦横が
自然とつながる「文化」を形成できる。 

・・・ただし，定着には時間がかかる。 

“サインズ・オブ・セーフティ”の枠組み 
 
 
 

「当事者主体」  
「解決志向」「見える化」 

スリーコラム 
W&P，ﾄﾗｼﾞｪｸﾄﾘｰ 



研修体制の課題 

  宮城県 さいたま市 

ｻｲﾝｽﾞ導入時期 H26年度 H21年度 

年間研修回数 2回 10回 

研修受講義務 なし 3回は必ず受講 

新任職員研修 60分 半日×3回 

通常業務内の 
サポート 

公的サポートは
なし 

家族支援チーム 

その他 ― 対外活動（実践報告，
概論研修など）年5回程
度 



まとめ 



考察 

• 児童虐待対応の重大な課題である“関係機関との連
携”，“職員の専門性向上”に有益である。 

“サインズ・オブ・セーフティ” 

• 汎用性の高い具体的なコミュニケーションの理論とツール 

• すでに虐待対応の体制強化を図って多くの自治体で導
入され効果を上げている。 



課題とこれから 
• まだ全員が同じレベルでは使いこなせない。 

• ツールや質問の型など習得が簡単とはいえない。 

• 定着のためには時間がかかる。 

• サインズ研修体制の充実 

• 現場での実践と適時のスーパーバイズ 

• 家族・子どもを見立てる能力の向上 

• 関係機関への普及による共通言語化 

 （H29.4～：児相から市町村への送致） 



私たちに、これから起こる
必要があることは？ 

ありがとうございました 


